
○市町村長への届出・・・§１０６①
・ 特定路外駐車場を設置しようとする者
・ 設置に着手する３０日前までに届出

○勧告・・・§１０６③
・ 届出の内容が基準に適合しない場合
・ 市町村長は設置者に対して必要に応じて勧告
（出入口の設置箇所・構造の変更、誘導員の配置等）

特定路外駐車場
(条例で定める一定規模以上の路外駐車場)

集約駐車施設
○附置義務駐車施設の集約化・・・§１０７
条例により集約駐車施設等への駐車施設の設置を
義務付け

＜路外駐車場＞ ＜附置義務駐車施設＞

駐車場法（現行）

条例に基づき当該建築物の
敷地内に駐車施設を設置

３パターンの条例が制定可能に。
①集約駐車施設内に設置させる
②建築物の敷地内に設置させる
③①か②のどちらかに設置させる

駐車場法の特例

集約駐車施設

○駐車場配置適正化区域（都市機能誘導区域内）・・・§８１⑤１
歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域

立地適正化計画（市町村が策定）

○路外駐車場配置等基準・・・ §８１⑤２
路外駐車場の配置及び規模の基準
（例）・ 歩行者交通量の多い道路に面して出入り口を

設けないこと
・ 道路から個々の駐車マスへの直接の出入りが
されないよう出入り口の集約を行うこと

○集約駐車施設の位置及び規模・・・ §８１⑤３

集約駐車施設の位置及び規模に関する事項

駐車場法の特例制度（都市再生特別措置法）



目指すべき都市構造

：路外駐車場

：集約駐車施設

〈凡 例〉

：路外駐車場の配置の適正化

：附置義務駐車施設の集約化

歩行者等にとって利便性・安全性の高い「健康に歩いて暮らせるまちづくり」の実現。
街並みの連続性確保、賑わいや都市魅力の創出も期待。

＜駐車場配置適正化区域＞
街なかの路外駐車場の立地誘導、都市の周縁部（フリンジ）への集約化

＋
公共交通の利用環境の充実、自転車利用者・歩行者環境の整備


